
区　　　分

予 算 16 件
条 例 案 8 件 議案26件
その他議案 2 件
認 定 0 件
報 告 1 件
提 出 0 件

計 27 件

◎予算
（16件）

　総務部 【議案第 61 号】令和5年度三重県一般会計補正予算（第１０号）
（補正額　　　約　▲１４３億円）

【議案第 62 号】令和5年度三重県県債管理特別会計補正予算（第２号）
（補正額　　　約　４０億円）

【議案第 63 号】

（補正額　　　約　▲３億円）

【議案第 64 号】令和5年度三重県国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
（補正額　　　約　１０億円）

【議案第 65 号】

（補正額　　　約　１３万円）

【議案第 66 号】

（補正額　　　約　９０４万円）

【議案第 67 号】
（補正額　　　約　２万円）

【議案第 68 号】令和5年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
（補正額　　　約　▲２，１７１万円）

【議案第 69 号】令和5年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）
（補正額　　　約　▲１，３２６万円）

【議案第 70 号】
（補正額　　　約　▲２０万円）

【議案第 71 号】

（補正額　　　約　▲１，４４５万円）

【議案第 72 号】
（補正額　　　約　▲９万円）

令和5年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計補正予算
（第３号）

令和６年三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案）

件　　　名 概　　　要

令和5年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会
計補正予算（第１号）

令和5年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計補
正予算（第３号）

令和5年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計補正予算（第２号）

令和5年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計補正予算
（第３号）

令和5年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）

令和5年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　予算 【議案第 73 号】令和5年度三重県水道事業会計補正予算（第３号）
　つづき （補正額　　　約　▲１８億円）

【議案第 74 号】令和5年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第３号）
（補正額　　　約　▲４億円）

【議案第 75 号】令和5年度三重県病院事業会計補正予算（第３号）
（補正額　　　約　▲５億円）

【議案第 76 号】令和5年度三重県流域下水道事業会計補正予算（第５号）
（補正額　　　約　▲４億円）

◎条例案
（8件） 【議案第 77 号】

　子ども・福祉部

（内容）

(1)

①

②

(2)

【議案第 78 号】

（令和６年４月１日から施行）
（内容）

(1)

①

②

(2)

　三重県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等
を定める条例

   その他規定を整備する

   次に掲げる条例において、意思決定の支援を推進するための方策、地
域移行支援を推進するための取組、生活介護又は自立訓練を行う場合の
言語聴覚士の配置等についての規定を整備する。

　三重県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

   その他規定を整備する。

（令和６年４月１日（一部障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第１
条第４号に定める日）から施行）

　三重県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準等を定める条例

   次に掲げる条例において、意思決定の支援を推進するための方策、生
活介護事業及び自立訓練事業への言語聴覚士の配置、就労選択支援等
についての規定を整備する。

　三重県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定め
る条例

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく指定障害
者支援施設等の人員、設備
及び運営に関する基準等の
一部を改正する省令の施行
に伴う関係条例の整備に関
する条例案

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に
関する基準等の一部を改正する省令の施行に鑑み、関係条例
の規定を整備するものである。

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく指定障害
福祉サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関する基
準等の一部を改正する命令
の施行に伴う関係条例の整
備に関する条例案

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及
び運営に関する基準等の一部を改正する命令の施行に鑑み、
関係条例の規定を整備するものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 79 号】
　子ども・福祉部
　つづき

（内容）

(1)

(2)

(3)

【議案第 80 号】
　医療保健部

（令和６年４月１日（一部同年６月１日）から施行）
（内容）

(1)

①

②

(2)

(3)

①　   

②　

(4)

①　   

②　

③

(5)

(6)

　三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例にお
いて、児童発達支援センターの類型を一元化（現行：福祉型及び医療型）
する等の改正を行う。

　三重県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める条例において、医療型児童発達支援に係る規定等を削る
とともに、障害児及びその保護者の意思の尊重に係る規定等を加える等
の改正を行う。

　三重県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例において、障害児及びその保護者の意思の尊重に係る規定を
加える等の改正を行う。

児童福祉法に基づく指定通
所支援の事業等の人員、設
備及び運営に関する基準等
の一部を改正する内閣府令
の施行に伴う関係条例の整
備に関する条例案

   児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及
び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令の施行に鑑
み、関係条例の規定を整備するものである。
（令和６年４月１日（一部障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第１
条第４号に定める日）から施行）

指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関
する基準等の一部を改正する
省令の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例案

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準等の一部を改正する省令の施行に鑑み、関係条例の規定
を整備するものである。

三重県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

   次に掲げる条例において、管理者の業務範囲についての規定を整備す
る。

三重県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

   三重県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条
例において、介護現場の生産性の向上のための委員会の設置等につい
ての規定を整備する。

   次に掲げる条例において、管理者の業務範囲、介護現場の生産性の向
上のための委員会の設置、利用者の身体的拘束等の適正化等について
の規定を整備する。

三重県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準等を定める条例

三重県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める条例

   次に掲げる条例において、管理者の業務範囲及び介護現場の生産性
の向上のための委員会の設置についての規定を整備する。

三重県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を
定める条例

三重県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準を定める条例

三重県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を
定める条例

　令和３年指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に
おいて、居宅療養管理指導等における虐待の防止及び業務継続計画の
策定等に係る経過措置を令和９年３月３１日（現行：令和６年３月３１日）ま
でとする。

　その他規定を整備する。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 81 号】
　総務部

（改正内容）

・

【議案第 82 号】
　子ども・福祉部

（令和６年４月１日から施行）
（改正内容）

(1)

(2)

(3)

(4)

　乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児
童自立支援施設の長は、乳幼児、母子又は児童の自立支援計画の策定
に当たり、当該乳幼児、母子又は児童の意見又は意向（現行：乳幼児、母
子又は児童及びこれらの者の家庭の状況等）を勘案することを加える。

　安全計画の策定等をしなければならないとする児童福祉施設から里親
支援センターを除くこととする。

　その他規定を整理する。

三重県児童福祉施設の設備
及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条
例案

   児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に
鑑み、安全計画の策定等の規定等を整備するものである。

三重県県税条例の一部を改
正する条例案

   自動車税の種別割の税率の適正化を図るため、種別割の税
率の特例の規定を整備するものである。

（令和６年４月１日から施行）

　里親支援センターの章を設け、里親支援センターの設備及び運営に関
する基準を定める。

  令和元年９月３０日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等で
あってロータリー・エンジンを原動機とするものについて、総排気量に係る
準用規定を設ける。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 83 号】
　子ども・福祉部
　つづき

（改正内容）

・

【議案第 84 号】
　医療保健部 三重県指定介護療養型医療

施設の人員、設備及び運営
に関する基準を定める条例を
廃止する条例案

（令和６年４月１日から施行）

   平成１８年健康保険法等の一部改正による改正前の介護保
険法に規定する指定介護療養型医療施設についての規定の失
効に鑑み、三重県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び
運営に関する基準を定める条例を廃止するものである。

三重県立子ども心身発達医
療センター条例の一部を改正
する条例案 （令和６年４月１日から施行）

   児童福祉法の一部改正に鑑み、事業の規定を整備するもの
である。

   三重県立子ども心身発達医療センターにおいては、肢体不自由児等に
対し、日常生活における基本的な動作の習得のための支援等（現行：日常
生活の指導等）を行うこととする。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

◎その他議案
（2件） 【議案第 85 号】

　農林水産部

【議案第 86 号】
　県土整備部 土木関係建設事業に対する

市町の負担について
   令和５年度において県の行う土木関係建設事業は、市町内の
公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するもので
あり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、当該
市町に負担を求めるものである。

農林水産関係建設事業に対
する市町の負担について

   令和５年度において県の行う農林水産関係建設事業は、市
町内の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与する
ものであり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部につい
て、当該市町に負担を求めるものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

◎報告
（1件） 【報告第 5 号】

　企業庁

【契約名称】 高野浄水場非常用発電設備改良工事
【履行場所】 津市一志町高野地内
【契約金額】 469,689,000円
【契約方法】 一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

東芝インフラシステムズ株式会社
中部支社
統括責任者　富田　佳則

【契約締結の年月日】
令和６年１月２２日

【契約期間】 令和６年１月２２日から
令和８年１月２０日まで

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

   地方公営企業の業務に関する予定価格５億円以上の工事又
は製造の請負の契約

7


